
 

水道水と地下水等の併用に係る届出に関する要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市水道事業給水条例（昭和３３年浜松市条例第１８号）第２２

条第１項第３号に規定する届出に関し必要な事項を定める。 
（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
 （１） 水道水 市が供給する水をいう。 
（２） 地下水等 水道水以外の水であって飲用に供するものをいう。 
（３） 併用 水道水と地下水等を同一施設内又は同一敷地内で併用することをいう 
   （水道メーター口径３０ミリメートル以下は除く。）。 

 （４） バックアップ使用 水質悪化、枯渇、施設故障等により地下水等を使用できな

くなった場合に水道水を代替使用することをいう。 
 （５） 併用者 併用しようとする者又はしている者をいう。 
（届出） 

第３条 併用者は、「地下水等併用（変更）届出書」（以下「届出書」という。様式１）を

浜松市水道事業及び下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければなら

ない。 
２ 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
 （１） 給水装置及び地下水等の配管状況を明らかにする平面図及び立面図 
 （２） 給水装置における水の滞留防止措置を明らかにする図面及び書類 
 （３） 地下水等の処理施設を明らかにする図面及び書類 
 （４） バックアップ使用時の計画を明らかにする書類 
 （５） 誓約書 
 （６） その他管理者が必要と認める書類 
３ 第１項及び前項の規定は、第１項の規定により届出書を提出した者のうち、前項各号

に掲げる事項を変更しようとする者に準用する。 
４ 併用者は、併用に該当しなくなったときは、速やかに「地下水等併用廃止届出書」（様

式２）を管理者に提出しなければならない。 
（併用者に対する指導等） 

第４条 管理者は、届出書が提出されたとき、次に掲げる指導等を併用者に対し行うもの

とする。 
 （１） 給水装置の適正管理に関する事項 
 （２） 緊急時、水道水を大量使用する場合の対応に関する事項 
 （３） その他管理者が必要と認めた事項 



 

（細目） 
第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。 
   
附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



 

(第１号様式)               □新規 □変更 ※該当欄にレ点でチェック 

平成  年  月  日  
 

(あて先) 
 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 
 

届出者  住 所 
                （併用者） 氏 名（名称）            

（代表者名）       印 
                         

地下水等併用（変更）届出書 
 下記のとおり水道水と地下水等を併用するので、浜松市水道事業給水条例第２２条第 1
項第３号の規定に基づき届け出ます。なお、別紙誓約事項は遵守します。 

 
記 

 
１ 施 設 名 称 
 
２ 施設所在地    浜松市   区 
 
３ 併用開始日    平成  年  月  日 
 
４ 使 用 水    □地下水  □その他（     ） ※該当欄にレ点でチェック 
 
５ 計画（実施）１日使用水量    全水量   ㎥   内市水量   ㎥ 
 
６ バックアップ使用の有無     □有    □無 ※該当欄にレ点でチェック 
  ※バックアップ使用 水質悪化、枯渇、施設故障等により地下水等が使用できなくな

る場合に水道水を代替使用することをいう。 
 
７ 施設管理者（担当者） 
 
 
８ 緊急時連絡先  

 



 

＜添付種類＞ 
 ・給水装置及び地下水等の配管状況を明らかにする平面図及び立面図 

   ・給水装置における水の滞留防止措置を明らかにする図面及び書類 
   ・地下水等の処理施設を明らかにする図面及び書類 
   ・バックアップ使用時の計画を明らかにする書類 
   ・誓約書 
   ・その他（                 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別紙(第１号様式関係) 

誓 約 事 項 
１ 使用水の水質は関係法令に基づき、適切に管理します。 
 
２ 給水装置は、日ごろより点検し善良な管理に努めます。 
 
３ 水道水を給水装置内において長期間滞留させた場合には、水質を検査するとともに、

水質劣化が生じている場合には、必要な措置を講じます。 
 
４ 地下水等の減量又は廃止により水道水使用量が増加する場合には、事前に管理者と協

議し、その指示に従います。 
 
５ 水道水のバックアップ使用に当たって事前に管理者に報告します。 
 
６ 届出事項（添付書類含む。）に変更が生じたときは、速やかに届出をします。 
 
７ 権利移転等の場合には、承継者に上記誓約事項を引き継ぎます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請者 住 所                   
（併用使用者） 

氏 名（名 称）                   
 
（代表者名）                    印  

 
 



 

(第２号様式) 
 平成  年  月  日 

 
(あて先) 

 浜松市水道事業及び下水道事業管理者 
 

届出者  住 所 
                  （併用者） 氏 名（名称） 

（代表者名）       印           

 

地下水等併用廃止届出書 
  
水道水と地下水等の併用使用を廃止するので、下記のとおり届け出ます。 

 
記 

 
 
１ 施 設 名 称 
 
２ 施設所在地   浜松市   区 
 
３ 廃 止 理 由   □地下水等の廃止   □水道水の廃止 ※該当欄にレ点でチェック 
           
４ 廃 止 日   平成  年  月  日 
 
５ そ の 他 
 
 
 
 
 


